
事例１ 市民後見人育成・活動支援機関の広域的な整備
（静岡県・静岡県社会福祉協議会）

概要
成年後見制度等の権利擁護が必要な人の 県

内ニーズ把握（H26年度成年後見制度に関する
実態調査）により、担い手確保の重要性を認
識。
これを踏まえ、静岡県・静岡県社会福祉協議

会が共同で、市町に対して市民後見人育成・活
動支援の体制整備を促し、地域の実情に応じた
広域的な体制づくりを推進。

平成29年度から全県域に拡大。

・県と県社協が共同で取り組み、働き
掛けることで、市町と市町社協、市
町間の連携がスムーズ

 実施機関設置 34市町（全35市町中）
R1.9月時点

市民後見人育成・活動支援機関
（＝成年後見実施機関）の立ち
上げと体制整備支援

 広域連携による市民後見人育成体制の
整備⇒中核機関化へ連動
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・広域連携することで、効率的・効果
的に研修等の実施が可能

 市民後見人養成研修修了者へのフォ
ローアップ研修等、継続的な育成体制



※各市町の人口：約1.5～約7.7万人、圏域人口：約26万人（H30.10）

事例２ 単独選任（広域）型・中小自治体が広域で市民後見人を養成
（西播磨４市３町（兵庫県）・西播磨成年後見支援センター）

たつの市社会福祉協議会
（西播磨成年後見支援センター）

市民後見人に関する事業

〇養成（各研修のセットを年１回実施）
〇人材バンクの管理・運営（研修終了後
の面接、毎年の状態確認、交流会開催）
〇受任調整会議の開催（関係者を招集、
市民後見人の受任に適した案件か判断）

⇒バンク登録者63名（H29年度末時点）
⇒選任２件（Ｈ30.11時点）

※広域実施のメリット

・必要経費を分散できるため、各市町の財政負

担が少ない

・市民後見人のなり手や専門職（研修講師、相

談対応等）がいない自治体があってもカバーで

きる

・ノウハウを共有でき、将来的に市民後見人の

需要が増えた場合にも事業の拠点をスムーズに

増やすことができる

たつの市 相生市 赤穂市 宍粟市

太子町 佐用町 上郡町

〇協定書の締結（Ｈ27度） 〇個別に委託契約（毎年）

市民後見人

単独受任

専門職

★専門職による相談体制の整備
（各専門職が圏域内を巡回、市
民後見人のフォローのための相
談等）

相談・助言
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せ

【専門相談員】
・弁護士
・司法書士
・社会福祉士

市民後見人

センター
職員

確認・助言

同席・記録
支援

専門相談 初動期
○初動の打ち合わせ
○１か月目財産目録作成支援

３か月目 活動状況確認

６か月ごとの家裁への報告前
〇財産管理の確認・助言
・領収書等と通帳の突合せ
・預金額について前回との差額確認
・収支予定表の確認
・後見事務費の取得 等

〇身上監護の確認・助言
・ケアプラン、体調面、医療状況
訪問回数等

＊その他、課題が生じた時に必要に応
じて専門相談を実施

センター職員による専門相談後のフォロー

初動期セットの手渡し・説明
（受取書・報告書類・後見事務費基準・名刺・市民
後見人リーフレット・緊急連絡先）

センターの専門的・継続的サポート
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センターが専門職を雇い上げる
ことで（週2回）、市民後見人が専

門職に無料で気軽に相談でき、
効果的

事例３ 中核機関等のバックアップにより、家裁が市民後見人を
多く選任している例（大阪市成年後見支援センター）

※実績（Ｈ３０年度末時点）
・市民後見人バンク登録者数 240人
・市民後見人の受任者数 93人



事例４ 複数選任（市民＋専門職）→市民単独選任移行型
（神奈川県横須賀市・よこすか市民後見人等運営事業）

複数後見

①後見業務を行う担い手を増やす
②専門職との複数後見により、専門職後見人の負担軽減、受任件数の拡大等を図る

目的・効果

活動条件

市民後見人の養成・活用

①法定後見事件 ②原則として専門職との複数後見 ③身上監護を主に担当

★困難な状況が解決されるなど、複数
後見を継続する必要がなくなった場合

⇒専門職が辞任、横須賀市社協のサ
ポートを受けながら、単独で活動

実績(H30度末)

市民後見人の登録者31名、のべ選任件数34件（終了13件、継続21件）

市民後見人専門職

後見人
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事例５ 市社協の法人監督＋市民後見
（名古屋市社協・成年後見あんしんセンター）

名古屋市の市民後見の特徴

〇市民後見人が後見人に選任される全ての案件にお
いて市社協が監督人に選任
〇バンク登録後、法人後見の支援員として一定時
間、活動（市民後見人の研修的位置づけ）
〇原則として、市長申立事案、後見類型
（親族申立事案2件あり）

⇒実績（H30年度末）：バンク登録者124名、のべ選
任件数51件（終了18件、継続33件）
★市社協法人後見から市民後見人へリレーする例も
ある

〇後見監督人への就任（重要行為への同意、財産目録作成の立

会、急迫時の後見活動代理等）

〇きめ細かい監督体制（月１回報告、３か月に１回通帳現物確

認）、日常的な金銭管理や支援の経過等を独自の様式で記録

〇専門職・センター職員による相談・支援体制、24時間体制、

マニュアル作成、フォローアップ研修、関係機関との連携時に

おける調整等の実務的な支援など

名古屋市社会福祉協議会
（成年後見あんしんセンター）

市民後見人

監督人

センター職員 専門職
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飯能市社会福祉協議会 ＝ 法人後見で受任

事例６ 市民後見人を社協法人後見の支援員（身上保護担当）として活用
（埼玉県飯能市・市社会福祉協議会）

★社協と雇用契約を
締結、時給制で報酬
が支給される非常勤
職員という位置付け

★人生経験を活か
し、個別の事案ごと
に、充実した手厚い
後見事務を実施

連携

★少数の若手中心の
職員に限られた予算
を集中投入して専門
的な知識・技能を習
得し、低廉・安全に
後見事務を実施

分業

⇒実績（Ｈ31.3時点）：法人後見14件受任

市民後見人（※） センター職員

後見人

【身上保護】 【財産管理】

専門職

相談・助言

※後見人として
選任された者で
はなく、養成講
座の修了者
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